
熊本市老朽空き家除却促進事業補助金

申請の手引き

申請受付期間

令和8年（2026 年）4 月 13 日(月) から

令和8年（2026 年）12 月 28 日(月) まで

※ 予算限度額に達し次第、申請受付を終了します。
※ 現に存在している空き家が対象です。

補助金の交付決定を受ける前に工事の着手を行った場合は、補助を受ける
ことができません。

お問い合わせ・申請窓口

熊本市 都市建設局 住宅部 空家対策課
  【電 話】096-328-2514
  【住 所】〒 860-8601 熊本県熊本市中央区手取本町1番1号
  【Ｈ Ｐ】https://www.city.kumamoto.jp/kiji00355862/index.html

  【受付時間】午前9時 ～ 午後5時 (土日祝祭日を除きます)

  【申請方法】窓口に持参 もしくは 郵送（申請期間内必着）
QRコード

(1) 申請の要件 ・・・・・・・・２ページ ～ ３ページ

(2) 申請の流れ・提出書類 ・・・４ページ ～ ７ページ

提出書類の詳細 ・・・・・・７ページ ～ １０ページ

(3) 補助金の額 ・・・・・・・・１１ページ

(4) よくある質問 ・・・・・・・１２ページ～ １３ページ

老朽空き家の除却に要する費用を最大４０万円まで補助します。
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①申請できる方

次の全ての要件に該当する方が対象です。（法人等の申請は不可）

  (1) 老朽空き家の所有者、管理者又は相続等により所有者となる方

  (2) 本市の市税を滞納していない方

  (3) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない方

  (4) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約を

      しない方

  (5) 空家法第２２条第３項に規定する命令を受けていない方

  ※ 補助金の申請に係る老朽空き家について、申請者以外の所有者、抵当権者又はその他の

     権利者（以下「関係権利者」という。）がいる場合には、当該老朽空き家の除却につい

     て、原則として全ての関係権利者の同意を得ている必要があります。

  ※ 相続登記が完了していない方も申請可能です。

②補助対象となる空き家の要件

次の全ての要件に該当する空き家が対象です。

(1)昭和56年(1981年) 5月31日以前に工事着手した空き家 （構造は問いません）

昭和56年(1981年) 6月1日以降に工事着手した空き家のうち、次のいづれかに該当する

建築物で相続若しくは遺贈を受けた空き家。

(2) 1年以上使用の実態がない空き家

(3) 熊本市内に位置している空き家

(4) 戸建て住宅で、法人の所有でない空き家

(5) 抵当権等が設定されていない空き家（ただし、抵当権等が設定されている場合であっ

ても、全ての権利者が当該老朽空き家の除却について同意している場合は申請可）

(6) 国又は地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていない空き家

※空家の譲渡所得の3000万円特別控除と併用可

(7) 公共事業等による補償を受けていない空き家

構造の種類 木造 鉄骨造
れんが造
石造

ブロック造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造
鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

経過年数 築22年以上 築34年以上 築38年以上 築47年以上

１． 申請の要件
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③補助金の対象となる解体工事

【特段の理由の例】

・隣地所有者と共同で所有するブロック塀等、隣地所有者と共同で所有している

ため残置することがやむを得ないもの

・敷地若しくは地盤面の構造上、隣接する家屋等への対策や安全上の理由により

残置することがやむを得ないもの

・境界紛争防止等の理由から撤去することが困難な基礎及び塀等（必要最小限の

高さのみ残置可）

・抜根を行うことで安全上等の問題が生じる恐れがある立木の幹（最小限の高さ

のみ残置可）

・土留めを兼ねた車庫(堀込車庫等)の壁等

※ 安全性確保のための対応が必要な場合には、専門の方に事前に相談するなどの検討

をお願いします。

次の全ての要件に該当する工事が対象です。

  (1) 補助金の対象となる空き家の敷地全体を更地（家屋、門扉、ブロック塀、立木、倉庫等の除

却）の状態にする工事。

(2) 申請者が解体事業者等へ請け負わせるものが対象です。申請者本人が解体作業を行うもの

は対象となりません。

【注意点】

※ 解体工事は、建設業法による土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る許可

又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に規定する解体工事業者の登録

を受けた業者と契約して実施する必要があります。

※ 交付決定を受けた年度の２月末日までに解体工事が完了する予定であるものが対象で

     す。

※ 解体工事は原則として敷地全体を更地にする必要があります。ただし、次に示すよう

な特段の理由があれば一部残置することができます。
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２．申請の流れ

【手続きの概要】

・ 次ページに記載する書類を申請窓口までご提出ください。申請の内容が、補助金を交付

する要件に合致しているかなどについて確認し、問題がないと認められる場合に、補助

   金の予定金額を記載した「補助金交付決定通知書」を発行します。

・ 交付決定を受けていても、工事が期限に間に合わなかった場合、完了後の報告が適切に

   行われない場合、交付決定後に補助の要件に合致しなくなった場合など、補助金をお支

   払いできないことがあります。ご注意ください。

・ 解体工事の着手は、交付決定通知書が発行された後に行ってください。

・ 書類に不備がない場合、交付申請から交付決定通知書の発行まで、おおむね１週間～２

   週間程度要します。

※ 補助金の交付決定は、補助金交付申請書を先着順に審査して行い、予算がなくなり次第

受付を終了します。

※ 申請書類等を代理提出する場合も、工事の契約や支払いは申請者名義で行ってください。

交付申請書の提出 (提出期限：令和８年１２月２８日(月)まで)手順１

交付申請書の
提出

補助金交付決定
通知書の受取

解体工事の契約 着手届の提出

令和8年12月28日迄 工事着手時

解体工事

完了報告書の
提出 補助金の受取

工事完了後20日以内
かつ

令和9年3月12日迄

補助金の請求

補助額確定後30日以内
かつ

令和9年3月31日迄

■申請者が解体工事業者に工事費の支払い

手順１ 手順２ 手順３

手順４ 手順５
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【提出書類】

・提出書類は原則として返却できませんのでご了承ください。
・写しと記載があるものは、申請者ご自身で写しをご準備のうえご提出ください。
・様式は、１ページ目に記載のHPからダウンロードできます。
・各書類の詳細は７ページ～１０ページに記載しています。

提出書類 備考

① 補助金交付申請書（様式第1号） １ページ目に記載のHPからダウンロードできます

② 位置図 空き家の位置が分かるもの

③ 配置図 ８ページの記載例をご確認ください(手書き可)

④ 現況写真 建物及び敷地全体の状況が分かるもの

⑤
所有者等であることを推認できる書類

又はその写し

建物の全部事項証明書（発行後３か月以内）、納税

通知書、不動産売買契約書 など

⑥
建物の建築時期が分かる

書類又はその写し

建物の全部事項証明書（発行後３か月以内）、

固定資産評価証明書（経過年数の記載があるもの）、

建築計画概要書 など

⑦
1年以上使用の実態がないことを証す

る書類
水道、ガス又は電気の使用中止日が確認できる書類

⑧ 申請者の本人確認ができるものの写し 運転免許証等のコピー など

⑨ 戸籍謄本又はその写し 相続人等の確認が必要な場合のみ

⑩ 誓約書（様式第２号）

建物の全部事項証明書により単独の所有者等である

事が確認できない場合や、1年以上使用の実態がな

い事を証する書類がない場合

⑪

除却工事の見積書の写し 1通

（※2社以上の見積を比較される

ことを推奨します。）

解体事業者等の見積書の写し

（※見積書に申請者名又は解体する家屋の地番若し

くは住居表示が記載されているもの）

⑫
解体事業者等であることを証する書類

の写し

解体事業者等から、次のいずれか１つの証明書の写

しの提供を受け、提出してください

① 建設業の許可証（土木工事業・建築工事業・

解体工事業）

② 建設リサイクル法の登録証（熊本県知事登録）

⑬ 市税の滞納がないことの証明書
熊本市税に滞納がないことを証明する書類

（発行後３か月以内）

⑭ 代理提出委任申出書（様式第１２号） 申請書類等提出を第三者に代理させる場合

⑮ その他市長が必要とする書類 その他の書類の提出を求めることがあります

交付決定通知書を受け取ったら
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工事の着手日が決まったら

・熊本市に提出した見積書を作成した解体工事業者と契約してください。

・解体事業者等との契約や工事の実施にあたり、補助金の交付申請の際に申請した内容か

ら変更（解体事業者等の変更、補助金交付決定額の変更を伴う見積額の変更など）が生じ

た場合は、変更申請が必要になりますので、申請窓口までご連絡をお願いします。

工事を行う解体事業者等を変更する場合は、原則として変更後の解体事業者等との契約前

に変更申請を行い、変更の交付決定を受ける必要がありますのでご注意ください）

解体事業者等との契約手順２

解体工事が完了したら

【手続きの概要】

・ 工事の着手日が決まったら、次に記載する書類を申請窓口までご提出ください。

・ 解体工事を実施してください。

補助事業着手届の提出・解体工事の実施手順３

提出書類 備考

① 補助事業着手届（様式第4号） １ページ目に記載のHPからダウンロードできます

② 除却工事の請負契約書の写し 見積額から変更がないか確認してください

③ 代理提出委任申出書 代理提出をする場合のみ（提出済みの場合は不要）

【手続きの概要】

・ 工事が完了したら、次に記載する書類を申請窓口までご提出ください。報告の内容が、

   補助金を交付する要件に合致しているかなどについて審査し、問題がないと認められる場

合に、査定金額を記載した「補助金額確定通知書」を発行します。

※ただし、交付決定通知書の記載額と同額の場合は、通知を省略し電話等でお知らせします。

除却完了報告書の提出
                     (提出期限：工事完了後20日以内かつ令和９年３月１２日(金)まで)手順４

提出書類 備考

① 除却完了報告書（様式第7号） １ページ目に記載のHPからダウンロードできます

② 除却工事の請求書又は領収書 申請者(代理人等不可)に宛てたもの

③ 除却工事完了後の写真 敷地全体の状況がわかるもの

④ 代理提出委任申出書 代理提出をする場合のみ（提出済みの場合は不要）

補助金額確定通知を受け取ったら
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【手続きの概要】

・ 補助金額確定通知書を受け取ったら(または電話等で確定の連絡を受けたら)、次に記載

する書類を申請窓口までご提出ください。

・ 補助金請求書を受付後、指定の口座に振り込みます。（「補助金請求書」のご提出から

補助金の振込まで、2週間～１か月程度かかります）

・ 補助金の交付を辞退する場合は、「補助金交付申請取下げ書」を提出してください。

補助金の請求
(提出期限：補助金額確定後30日以内かつ令和9年３月31日(水)まで)

手順５

提出書類 備考

① 補助金請求書（様式第９号） １ページ目に記載のHPからダウンロードできます

② 申請者名義の通帳の写し
金融機関名・店名・預金種別・口座番号・口座名
義・名前（カタカナ）が分かるもの

③ 除却工事費の領収書
支払いが確認できるものの写し
(提出済みの場合は不要)

④ 代理提出委任申出書 代理提出をする場合のみ（提出済みの場合は不要）

提出書類の詳細
[位置図]

・空き家付近の見取り図です。公共交通機関の停留所、主要な道路、公園等、空き家の所在

地が分かる図をご提出ください。

[配置図]

・敷地内の建物、塀及び立木等の位置、並びに敷地に接する道路・通路を記入したもの

・配置図には以下のものを記載してください。（手書き可）

※ ３ページに記載するような特段の理由により残す工作物等がある場合は必ず申告

してください。

１．方位

２．敷地形状

３．所有する空き家（家屋、付属屋（離れ、倉庫等））

４．工作物（門・ブロック塀 など）

５．立木竹

６．進入口

７．除却するもの、しないもののリスト

８．除却しないものについてはその理由

９．写真（建物及び敷地全体の状況が分かるもの）の撮影方向

▼次ページに配置図の例あり
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[現況写真]

・敷地全体が写るように撮影してください。全体が一枚でおさまらない場合は方向を変え

て複数枚撮影ください。

・Ａ４サイズの用紙にプリントまたは貼り付けて提出してください。

[所有者等であることを推認できる書類又はその写し]

・ 原則として建物の登記事項証明書※で建物の建築年月及び所有者の特定を行います。

   ※ 法務局で交付されたもの(オンライン申請含む) 又は

登記情報提供サービスで取得したものでも可（ともに発行から３か月以内）

・ 登記事項証明書がない場合(未登記の建物である場合等)は、納税通知書や、不動産売買

     契約書など、所有者等であることを確認できる書類をご提出ください。

■主な取得先

熊本地方法務局

〒862-0971 熊本市中央区大江3丁目1番53号 熊本第2合同庁舎

[建物の建築時期が分かる書類又はその写し]

・ 原則として建物の登記事項証明書で建物の建築年月及び所有者の特定を行います。

・ 登記事項証明書がない場合は、固定資産評価証明書（経過年数の記載があるもの）、

     建築計画概要書など、建築時期が分かる書類をご提出ください。固定資産評価証明

     書を提出される際は、次の窓口で経過年数の記載について依頼してください。

■取得先

熊本市の市民税課、各税務室、各区役所区民課、各総合出張所

（記載例）

家屋

隣地

隣地

道路

北

敷地

倉庫

ブロック塀（隣地所有）
は残す

隣地

ブロック塀（隣地と
共有）
は残す

進入口

門柱・ブロック塀
（自己所有）は撤去

高木
（撤去）

■除却するもの
・家屋
・倉庫
・南側・西側の門柱、
ブロック塀

・樹木 １本

■除却しないもの
・隣地境界（北、東側）のブロック塀
※除却しない理由
ブロック塀が隣地所有物(北側)及び

共有所有物（東側）のため残置

配置図

写真
① 写真

②

写真
③

写真
④
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[戸籍謄本又はその写し］

・相続登記がされていない場合等、相続人であることの確認が必要な場合にご提出ください。

■主な取得先

熊本市 各区役所区民課、各総合出張所

※熊本市内にお住まいの方で、マイナンバーカードを所有されている方はコンビニ

交付が可能です。市外にお住まいの方はお住まいの自治体にご確認ください。

[誓約書（様式第２号）]

・建物の全部事項証明書により単独の所有者等である事が確認できない場合(共有名義等)や、

最後の用途が貸家であり、水道等の契約者が所有者でない場合などで、1年以上使用の実

態がない事を証する書類がない場合などにご提出ください。

・申請者が市外在住で、熊本市税が課されておらず、市税の滞納が無いことの証明書が用意

できない場合は、「市外在住のため、課税されておりません」とお書きください。

[1年以上使用の実態がないことを証する書類]

・水道、ガス又は電気の使用中止日が確認できる書類をご提出ください。

・水道の場合は、「水道料金等納入証明書」等で使用中止日が確認できます。

[参考：水道局HP抜粋 R8.3月時点] ※交付に必要な書類等を必ずご確認ください。
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[除却工事の見積書の写し]

・解体事業者等の見積書の写しをご提出ください。

※ 見積書に有効期限があるものがあります。申請時に有効期限が切れていないか一度ご確

 認ください。

※ 見積書内に申請者名又は解体する家屋の地番若しくは住居表示が記載されていることを

ご確認ください。解体する建物が特定できない場合は、見積書の再提出をお願いするこ

     とがあります。

※ 提出は1社分ですが、2社以上の見積を比較されることを推奨します。

[解体事業者等であることを証する書類の写し]

・見積書を作成した解体事業者等から、次のいずれか１つの証明書の写しの提供を受け、

ご提出ください。

① 建設業の許可証（土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれか）

② 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録証（熊本県知事登録）

[市税の滞納がないことの証明書]

・熊本市税に滞納がないことを証明する書類です。

・発行後３か月以内のもの

■主な取得先

熊本市 市民税課、各税務室

[代理提出委任申出書（様式第１２号）]

・申請書類の提出等を代理人に委任する場合にご提出ください。

・解体工事業者の方や、不動産業者の方に委任することも可能です。

[除却工事の請負契約書の写し]

・申請者と解体工事業者間での解体工事についての契約書の写しをご提出ください。

・見積書の金額から変更がある場合は、事前にご相談ください。

[除却工事の請求書または領収書の写し]

・申請者(代理人等不可)に宛てた請求書または領収書の写しをご提出ください。

 ※お振込受付書の写しでも構いません。

[除却工事完了後の写真]

・敷地全体が写るように撮影してください。全体が一枚でおさまらない場合は方向を変え

て複数枚撮影ください。

・Ａ４サイズの用紙にプリントまたは貼り付けて提出してください。

[申請者名義の通帳の写し]

・金融機関名・店名・預金種別・口座番号・口座名義・名前（カタカナ）が分かるものを

ご提出ください。
10 
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補助の対象となる経費は次の各項目に要する費用です。(見積書で審査します。)

・交付対象老朽空き家の除却及び処分に要する費用

・交付対象老朽空き家に附属する工作物（門又は塀等）の除却及び処分に要する費用

・交付対象老朽空き家の存する敷地内の立木竹等の除却及び処分に要する費用

・交付対象老朽空き家の存する敷地内にある動産の除却及び処分に要する費用

・周囲への安全を確保する上で、交付対象老朽空き家の除却及び処分に付随して行うことが

適当であると認められる工事等に要する費用

④ 補助事業の対象となる経費

⑤ 補助金の額の算出方法

３．補助金の額

補助金の額は、次の①または②のいずれか低い額で上限は４０万円です。(1,000円未満の端数
が生じたときは切り捨て。)

①『解体事業者等の見積書のうち補助事業の対象となる費用(税抜)』× 2/3 × 8/10

②33,000（木造）、47,000（非木造）※１×空き家の延床面積（少数点以下切捨）×2/3×8/10

※1…令和7年度「住宅局所管事業に係る標準建設費等について」の「不良住宅等除却費」で定める木造・非木造
 住宅又は木造・非木造建築物の除却工事に要する費用の１㎡当たりの額

11

［計算例］ ※木造：33,000円/㎡、非木造：47,000円/㎡は、令和7年度の額

（例1） 見積 による補助対象経費 180 万円(税抜)で空き家（木造）の延べ床面積が100㎡の場合

① 1,800,000円 × 2/3 × 8/10 ＝960,000円

1,800,000円÷100㎡＝18,000円/㎡＜33,000円/㎡

② 1㎡あたりの除却工事に要する費用が33,000円以下のため計算する必要なし。

⇒①と40万円を比較し、低い方の額で決定。この場合、補助金の額は40万円

（例2） 見積 による補助対象経費 180 万円(税抜)で空き家(非木造)の延べ床面積が100㎡の場合

① 1,800,000 円 × 2/3 × 8/10 ＝960,000円

1,800,000円÷100㎡＝18,000円/㎡＜47,000円/㎡

② 1㎡あたりの除却工事に要する費用が47,000円以下のため計算する必要なし。

⇒①と40万円を比較し、低い方の額で決定。この場合、補助金の額は40万円

（例3） 見積 による補助対象経費 １８０ 万円(税抜)で空き家（木造）の延べ床面積が５０㎡の場合

① 1,800,000円 × 2/3 × 8/10 ＝960,00円

1,800,000円÷50㎡＝36,000円/㎡＞33,000円/㎡

② 33,000×50㎡× 2/3 × 8/10 ＝880,000

⇒①と②と40万円を比較し、もっとも低い金額で決定。この場合、補助金の額は40万円

⑥ 補助金の額の算出例
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質問内容 回答

①

既に解体が終わっていたり、解体

工事中である場合、補助の対象と

なりますか。

補助の対象となりません。

補助金の交付決定を受けてから行う解体工事のみ補助金

交付の対象となります。

②

相続した家屋が空き家となってい

ますが、相続登記をしていません。

申請できますか。

相続関係がわかる書類（関係者の戸籍謄本や相続関係図、

相続人宛ての固定資産税納税通知書など）をご提出いた

だくことで相続関係が分かる場合は、申請を認めること

がありますのでご相談ください。

③

未登記の家屋を所有しています。

申請できますか。

所有者であることがわかる書類、築年数が分かる書類(固

定資産税納税通知書、売買契約書など)をご提出いただき、

必要事項が確認できる場合は、申請を認めることがあり

ますのでご相談ください。

④

自宅の納屋のみ(倉庫のみ)解体し

たいのですが、補助の対象となり

ますか。

補助の対象となりません。

戸建て住宅で敷地内をすべて更地にする必要があります。

⑤

建物の一部だけを除却する工事は、

補助の対象となりますか。

補助の対象となりません。

敷地内の建物、塀、樹木などのすべてを除却し、敷地全

体を更地にするものでなければ補助の対象となりません。

ただし、隣地との共有物である等の理由で塀などを一部

残置できる場合はあります。

⑥

木造の家屋に一部木造以外の構造

(CB等)で増築しています。

補助の対象となりますか。

個別にご相談ください。

⑦

15年前に増築しています。

補助の対象となりますか。

個別にご相談ください。

⑧

申請者が市外に住んでおり、熊本

市税が課されておらず、「市税の

滞納が無いことの証明書」が用意

できません。

「市税の滞納が無いことの証明書」が発行できない場合

は誓約書下の空欄に

「市外在住のため、課税されておりません」と記入して

ください。

４．よくある質問

12
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質問内容 回答

⑨

同一敷地とはどのようなものを

指しますか。

(例１)

(例２)

1つの建築物または用途上不可分の関係にある2つ以上の

建築物のある土地を同一敷地とします。

（例１）

敷地上に「住宅」と「物置」が別々に建っている場合、

この2つは用途上不可分であるので、同一敷地内にある

ものとします。

住宅、物置共に解体が必要で、補助金の上限額は40万円

です。

（例２）

1つの敷地上に、用途が機能的に互いに連携している建

築物(母屋と離れ等)が建っている場合、同一敷地にある

ものとみなします。

母屋、離れともに解体が必要で、補助金の上限は４０万

円です。

※土地の筆が異なっていても、用途上不可分の関係にあ

る建物や、登記上附属建物と記載された棟は同一敷地内

とみなします。

⑩

相続した家屋の隣の敷地に自宅

を所有しています。申請できま

すか。

同一所有者の土地に建つ用途上独立した複数棟の家屋に

おいて、建築基準法上の敷地が分かれている場合には、

そのうち１敷地のみを解体することは可能です。

その場合、建物は別々に登記されていること、独立した

建築敷地であることが確認できる資料等の提出が必要で

す。

※空家が独立していることを証明する書類として、台所、

便所、風呂場の写真があれば可

住宅
物置

門

母屋

離れ

門

門 門

自宅
空き家
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